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日本消防検定協会の役員の公募について（募集要領）

平成２１年１１月６日

日本消防検定協会

日本消防検定協会では、下記のとおり理事及び監事の公募を行います。

記

１ 公募する役員のポスト及び募集人員

理事（常勤） １名

監事（常勤） １名

２ 任期

（１）理事

平成２１年１２月下旬から平成２３年１１月１４日まで

（注 本来の任期は、２年間ですが、現理事の残任期間となります ）。

（２）監事

平成２１年１２月下旬から平成２３年１１月１２日まで

（注 本来の任期は、２年間ですが、現監事の残任期間となります ）。

３ 職務内容等

（１）理事 別紙１ 職務内容書(理事) のとおりです。

（２）監事 別紙２ 職務内容書(監事) のとおりです。

４ 公募の期間

平成２１年１１月６日から平成２１年１２月４日まで

５ 応募方法

（１）応募書類 ＊応募書類は、返却いたしません。

① 履歴書(市販の用紙で可。写真を添付すること。)

＊ 別紙職務内容書の「５ 必要な資格・経験等」の有無を確認することができ

る内容が記載されていることが望ましい。

② 自己アピール文書(Ａ４横書きで２枚以内｡ワープロ使用。１２ポイントで1ペー

ジあたり４０文字×４０行を原則とする。自らがこのポストに適任であることをポ

イント毎に簡潔にまとめたもの｡)

（２）提出方法

郵送

（３）提出先

808ikedah
タイプライタ
「役員の公募は終了しました」
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日本消防検定協会 総務部庶務課

（封書表に 「公募申請書類在中」と記載）、

郵便番号 １８２－００１２

住所 東京都調布市深大寺東町４－３５－１６

（４）提出締め切り

平成２１年１２月４日（金） 必着

６ 選考方法

公募により、次のとおり選考します｡

① 外部有識者による選考委員会による一次選考(書類選考:履歴書及び自己アピール文

書)、二次選考(面接審査)、審議等を経て理事会に上申します。

なお、二次選考の対象者には、面接日時、場所等を連絡します。

面接会場(東京都内を予定)までの往復の旅費は、自己負担となります。

② 理事会において、選考委員会の上申を受けて審議し、選任し、総務大臣の認可を受

けます。

７ 連絡先

日本消防検定協会 総務部庶務課 細川、山田

郵便番号 １８２－００１２

住所 東京都調布市深大寺東町４－３５－１６

電話番号 ０４２２－４４－７４７１(代表)

Ｅ-mail : hosokawah@jfeii.or.jp
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別紙１

職務内容書(理事)

【公募対象ポストのミッション、求められる人材のイメージ】

日本消防検定協会の理事（１名）を募集します。

当協会は、消防用機械器具等に関する型式試験、個別検定、鑑定等を実施するととも

に、これらに関する調査、研究等を実施しています。

経営全般について理事長を補佐する理事として、約１００名の組織を管理するととも

に、主として総務部の業務（財務、会計、人事等）を総括する担当として、円滑かつ着

実な業務管理ができる人材を求めています。

１ 機関名:日本消防検定協会

(協会の業務概要等)

（ ） 「 」１ 当協会は､昭和３８年１０月に設立された 消防法に設立の根拠を有する民間法人

であり､検定対象機械器具等についての型式試験及び個別検定、特殊消防用設備等の

性能に関する評価、消防の用に供する機械器具等に関する鑑定並びに研究、調査及び

試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的として

います。

（２）主な業務内容は、次の通りです。

① 消火器、感知器などの検定対象機械器具等についての型式試験を行うこと。

② 総務大臣の型式承認を受けた検定対象機械器具等についての個別検定を行うこ

と。

③ 防火対象物(建築物など)に設置が義務付けられている消防用設備等に代えて設置

される特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。

④ 検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出るこ

と。

⑤ 消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。

⑥ 住宅用火災警報器、エアゾール式簡易消火具などの消防の用に供する機械器具等

の鑑定を行うこと。

＊ 業務の詳細は、当協会ホームページURL:http://www.jfeii.or.jp を参照してく

ださい。

（３）組織

本所、大阪支所及び虎ノ門事務所があります。

理事長 理事(理事会) 本所

総務部（庶務課、監理課、業務管理室）

企画研究部(企画研究課、情報管理課、認証審査室)

監事 警報設備部（感知設備課、報知設備課）

消火・消防設備部(消火設備課、消防設備課)
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評議員会

大阪支所(庶務課、検査課)

虎ノ門事務所

注１ 大阪支所では、大阪支所管内の地域の個別検定などを行っています。

２ 虎ノ門事務所では、特殊消防用設備等の性能評価、放水型ヘッドを用いたスプ

リンクラー設備の評価・確認試験などの業務のほかに、各種消防用機器に係る技

術相談業務を行っています。

３ 職員は、１０４名です。

２ ポスト・募集人員

理事（常勤） １名

３ 任期

平成２１年１２月下旬から平成２３年１１月１４日まで

（注 本来の任期は、２年間ですが、現理事の残任期間となります ）。

４ 職務内容

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して経営全般について掌握する

とともに、総務部(総職員数３０名)及び大阪支所庶務課の所掌に属する事務、虎ノ門事

務所の所掌に属する事務のうち庶務に関する事務、企画研究部及び虎ノ門事務所の所掌

に属する事務のうち、協会の運営の基盤に係る企画及び調整に関する事務を分掌､統括

します。

さらに、理事長に事故があるときの職務を代理し、理事長が欠員のときの職務を代行

します。

具体的には、次の部局に係る業務を分担管理し､その所掌事務に関して職員を指揮監

督することになります｡

（１）総務部（庶務課関係）

人事 事業計画等について 適切な資源配分が実現できるよう総合調整を行うこと｡、 、

（２）総務部(監理課関係)

予算について、適切な資源配分が実現できるよう総合調整を行うとともに、その適

切な執行について責任を負うこと。

（３）総務部(業務管理室関係)

コンプライアンスの基本方針、業務執行の適正さの確認、個別検定等に係る不正行

為等に関する処置などに係る業務を統括すること。
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（４）大阪支所、虎ノ門事務所関係

庶務関係事務の執行の適正さの確保について責任を負うこと。

（５）その他

当協会の中長期計画の検討、策定など将来の戦略策定に当たり､関係者と調整を図

りながら､担当部局の業務見直し等を企画立案すること｡

５ 必要な資格･経験等

（１）原則として、任期満了時点で６５歳未満であること。

（２）当協会が行う業務について､的確に遂行できる十分な能力を有していること｡

（３）中立性･公平性を担保して業務を遂行できるよう､当協会の業務上の利害関係者(検

定、鑑定等の対象製品の製造等を行っている者など)に該当することとなる経歴を有

しない他､理事在任中は周囲の誤解を招くような利害関係者との接触を慎むことがで

きる人格高潔で高い倫理観を有すること｡

（４）民間企業､独立行政法人､国又は地方公共団体の組織等の管理経験を有し､約１００

人規模の組織を管理する十分な能力を有していると認められること｡

（５）民間企業や国等の諸機関との円滑な渉外交渉や調整業務の遂行を図ることのできる

十分な経験及び能力を有していること｡

（６）当協会の適正な業務、運営の確保等について、中長期的な視点に立って、リーダー

シップを発揮できると認められること｡

６ 勤務条件等

（１） 勤務条件

① 勤務形態 常勤

② 勤務地 日本消防検定協会本所(東京都調布市深大寺東町４－３５－１６)

③ 勤務時間 役員であることから勤務時間､休暇の定めはありません

④ 給与 年収 約１，５５０万円（税込み）(平成２１年４月１日現在の役員

給与規程による。特別地域手当及び特別手当を含む。)

別途通勤手当

⑤ 福利厚生 健康保険､厚生年金､健康診断(年２回)等

（２）選考方法

公募により、次のとおり選考します｡

① 外部有識者による選考委員会による一次選考(書類選考:履歴書及び自己アピール

文書)、二次選考(面接審査)、審議等を経て理事会に上申します。

② 理事会において、選考委員会の上申を受けて審議し、選任し、総務大臣の認可を

受けます。

（３）応募書類等

履歴書及び自己アピール文章
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＊ 詳細は、応募要領を確認してください。

７ 欠格事項等

（１）欠格事項

消防法及び当協会定款により、次のいずれかに該当する者は、役員となることがで

きません。

① 政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く ）。

② 消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者若しくは消防の用に供する機械

器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下

「販売業者等」という。)又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかなる

名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む｡)

③ 販売業者等の団体の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職

権又は支配力を有する者を含む ）。

（２）役員の解任

消防法及び当協会定款により、役員の解任については、次のようにされています。

① 理事会は、役員が欠格事項のいずれかに該当するに至ったとき又は消防法の規定

により、総務大臣から解任すべきことを命じられたときは、これを解任しなければ

ならないとされています。

② 理事会は、役員が次のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認

めるときは、その役員を解任することができるとされています。

・ 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

・ 職務上の義務違反があるとき。

③ 前①及び②に定める役員の解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を

生じないとされています。

（３）役員の兼職禁止

消防法及び当協会定款により、役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は

自ら営利事業に従事してはならないとされています。ただし、非常勤の役員にあって

は、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでないとされています。
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別紙２

職務内容書(監事)

【公募対象ポストのミッション、求められる人材のイメージ】

日本消防検定協会の監事（１名）を募集します。

当協会は、消防用機械器具等に関する試験、検定、鑑定等を実施するとともに、これ

らに関する調査、研究等を実施しています。

監事は、当協会の業務の実施状況、財務・会計等の実施状況などについて監査を行う

ほか、監査の結果に基づき、理事長又は総務大臣に意見を提出する権限・責任を有して

います。

１ 機関名:日本消防検定協会

(協会の業務概要)

（ ） 「 」１ 当協会は､昭和３８年１０月に設立された 消防法に設立の根拠を有する民間法人

であり､検定対象機械器具等についての型式試験及び個別検定、特殊消防用設備等の

性能に関する評価、消防の用に供する機械器具等に関する鑑定並びに研究、調査及び

試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的として

います。

（２）主な業務内容は、次の通りです。

① 消火器、感知器などの検定対象機械器具等についての型式試験を行うこと。

② 総務大臣の型式承認を受けた検定対象機械器具等についての個別検定を行うこ

と。

③ 防火対象物(建築物など)に設置が義務付けられている消防用設備等に代えて設置

される特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。

④ 検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出るこ

と。

⑤ 消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。

⑥ 住宅用火災警報器、エアゾール式簡易消火具などの消防の用に供する機械器具等

の鑑定を行うこと。

＊ 業務の詳細は、当協会ホームページURL:http://www.jfeii.or.jp を参照してく

ださい。

（３）組織

本所、大阪支所及び虎ノ門事務所があります。

理事長 理事(理事会) 本所

総務部（庶務課、監理課、業務管理室）

企画研究部(企画研究課、情報管理課、認証審査室)

監事 警報設備部（感知設備課、報知設備課）

消火・消防設備部(消火設備課、消防設備課)
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評議員会

大阪支所(庶務課、検査課)

虎ノ門事務所

注１ 大阪支所では、大阪支所管内の地域の個別検定などを行っています。

２ 虎ノ門事務所では、特殊消防用設備等の性能評価、放水型ヘッドを用いたスプ

リンクラー設備の評価・確認試験などの業務のほかに、各種消防用機器に係る技

術相談業務を行っています。

３ 職員は、１０４名です。

２ ポスト・募集人員

監事（常勤） １名

３ 任期

平成２１年１２月下旬から平成２３年１１月１２日まで

（注 本来の任期は、２年間ですが、現監事の残任期間となります ）。

４ 職務内容

当協会の（１）法令遵守状況 （２）経理や契約の適正性 （３）業務内容の適正性な、 、

ど、職務全般について監査する任務を負います。監査の結果に基づき必要があると認め

るときは、理事長又は総務大臣に監事名で意見を提出する責務を有し、主に以下の監査

業務を行います。

（１）法令遵守等

消防法に基づき実施されている業務の法令適合性チェックを定期又は臨時に行い、

その結果について監事名で監査報告書を作成し、理事長に提出する。

（２）経理や契約の適正性について

毎年６月中に総務大臣に提出する財務諸表及び決算報告書の添付資料として、それ

らの内容の適切性を証明する意見書を監事名で作成し、理事長に提出する。また、随

意契約の適正性を含めた入札・契約状況を定期又は随時にチェックする。

（３）業務内容の適正性について

当協会が実施した事業内容を網羅的にまとめる事業報告書の内容について、協会の

業務運営実態を適切に示していることを証明する報告書を毎年６月中に監事名で作成

し、理事長に提出する。
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５ 必要な資格･経験等

（１）原則として、任期満了時点で６５歳未満であること。

（２）中立性･公平性を担保して業務を遂行できるよう､当協会の業務上の利害関係者(検

定、鑑定等の対象製品の製造等を行っている者など)に該当することとなる経歴を有

しない他､監事在任中は周囲の誤解を招くような利害関係者との接触を慎むことがで

きる人格高潔で高い倫理観を有すること｡

（３）法令遵守状況の監査実施に当たっては､当協会が行う業務について的確に監査業務

を遂行できる十分な能力及び経験を有していること｡

（４）財務状況や決算状況の適切な監査を実施するため､企業会計等に基づき財務状況や

決算状況を適切に監査する能力を有していること。

（５）民間企業､独立行政法人､国又は地方公共団体の組織等においてリーダーシップを発

揮した経験を有し､約１００人規模の組織の監査を適切に遂行できる十分な能力を有

していると認められること。

６ 勤務条件等

（１） 勤務条件

① 勤務形態 常勤

② 勤務地 日本消防検定協会本所(東京都調布市深大寺東町４－３５－１６)

③ 勤務時間 役員であることから勤務時間､休暇の定めはありません

④ 給与 年収 約１，３５０万円（税込み）(平成２１年４月１日現在の役員

給与規程による。特別地域手当及び特別手当を含む。)

別途通勤手当

⑤ 福利厚生 健康保険､厚生年金､健康診断(年２回)等

（２）選考方法

公募により、次のとおり選考します｡

① 外部有識者による選考委員会による一次選考(書類選考:履歴書及び自己アピー

ル文書)、二次選考(面接審査)、審議等を経て理事会に上申します。

② 理事会において、選考委員会の上申を受けて審議し、選任し、総務大臣の認可

を受けます。

（３）応募書類等

履歴書及び自己アピール文章

＊ 詳細は、応募要領を確認してください。

７ 欠格事項等

（１）欠格事項

消防法及び当協会定款により、次のいずれかに該当する者は、役員となることがで
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きません。

① 政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く ）。

② 消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者若しくは消防の用に供する機械

器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下

「販売業者等」という。)又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかなる

名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む｡)

③ 販売業者等の団体の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職

権又は支配力を有する者を含む ）。

（２）役員の解任

消防法及び当協会定款により、役員の解任については、次のようにされています。

① 理事会は、役員が欠格事項のいずれかに該当するに至ったとき又は消防法の規定

により、総務大臣から解任すべきことを命じられたときは、これを解任しなければ

ならないとされています。

② 理事会は、役員が次のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認

めるときは、その役員を解任することができるとされています。

・ 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

・ 職務上の義務違反があるとき。

③ 前①及び②に定める役員の解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を

生じないとされています。

（３）役員の兼職禁止

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはなら

ないとされています。ただし、非常勤の役員にあっては、総務大臣の承認を受けたと

きは、この限りでないとされています。


